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別添４ 
こども家庭科学研究費補助⾦ （成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業） 

分担研究報告書 
 

乳幼児健診の拡充に向けた提⾔ 
〜こども政策デジタルトランスフォーメーション推進も踏まえて〜 に関する研究 

 
研究分担者 岡 明（埼⽟県⽴⼩児医療センター病院⻑） 
研究代表者 永光信⼀郎（福岡⼤学⼩児科） 

 
Ａ．研究⽬的 
 緒⾔：児童福祉法に基づき昭和 23 年より交
付された⺟⼦⼿帳は、妊娠中の⺟親と出⽣した
こどもの健康記録を 1 冊の⼿帳で管理でき、養
育者が健康記録や医療情報を家庭で保持でき
ることが⼤きな特徴である。交付当初の第⼆次
世界⼤戦後は⺟⼦⼿帳の持参によって⽶、出産
⽤脱脂綿、腹帯⽤さらし、砂糖などの配給を受
ける事ができた。昭和 40 年に制定された⺟⼦
保健法を根拠法として、現在の原形となる⺟⼦
健康⼿帳が発⾏されるようになった。⺟⼦健康
⼿帳は 10 年に 1 回程度の間隔で改正が⾏われ
ており、時代背景に適した⺟⼦保健情報の提供
や記録が継続的に実施されている。⺟⼦健康⼿
帳は⽇本の乳児死亡率の低下にも⼤きな役割
を果たしており、アジアやアフリカ諸国といっ
た妊産婦死亡率や乳児死亡率が⾼い地域に対
する導⼊が進められてきている。 
現在、医療分野における各種情報の電⼦化・デ
ジタル化を通じた医療・保健サービスの効率
化・質の向上によって、国⺠のさらなる健康増
進を図る医療デジタルトランスフォーメイシ
ョン（DX）が政府全体で検討されている。政

府が掲げる『こども未来戦略⽅針』〜次元の異
なる少⼦化対策の実現のための「こども未来戦
略」の策定に向けて〜において、「こども政策
DX」推進が明記されており、デジタル技術を
活⽤した各種⼿続等の簡素化、データ連携など
を通じて⼦育て世帯等の利便性向上や⼦育て
関連を担う地⽅⾃治体等担当部署における情
報利活⽤、さらには、こども・⼦育て政策にお
ける PDCA サイクル推進が期待されている。
経済財政運営と改⾰の基本⽅針 2023（以下「⾻
太⽅針２０２３」という。） 第 2 章新しい資本
主義の加速 3. 少⼦化対策・こども政策の抜本
強化においても、妊娠期からの切れ⽬ない⽀援
の拡充、乳幼児健診を始めとする⺟⼦保健対策
の推進、こども政策 DX の推進が明記されてい
る。また、令和 5 年に閣議決定された「成育過
程にある者及びその保護者並びに妊産婦に対
し必要な成育医療等を切れ⽬なく提供するた
めの施策の総合的な推進に関する法律（成育基
本法）」の基本的⽅針において、乳幼児期から
成⼈期に⾄るまで切れ⽬なく包括的に⽀援す
るため、健診の頻度や評価項⽬に関する課題抽
出やガイドライン作成等の⽅策の検討や、予防

研究要旨 
こども家庭庁成育局⺟⼦保健課が担当する３つのこども科学研究事業研究班（永光班、⼭縣班、
梅澤班）は、令和４年度の⺟⼦⼿帳検討会のまとめ、⾻太⽅針 2023 及びこども未来戦略⽅針に
記されている⺟⼦保健対策の推進のために、１か⽉児と５歳児の乳幼児健康診査の拡充を提⾔
した。本提⾔の社会実装化により乳児期早期から学童期前までの切れ⽬ない⼦育て⽀援のさら
なる充実が期待される。家族が地域で安⼼して⼦育てができる環境を提供できると同時に、こど
もの健やかな発達を⽀援する体制を整えることが可能となる。 
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接種、乳幼児健診等の健康等情報の電⼦化及び
標準化を推進することとされている。 
令和 4 年度に厚⽣労働省において開催された
「⺟⼦健康⼿帳、⺟⼦保健情報等に関する検討
会」においては、過去の検討会と同様に⺟⼦健
康⼿帳の省令様式の改訂に加え、昨今の社会状
況を反映し⺟⼦保健情報のデジタル化につい
ても討議された。検討会報告書では、⺟⼦保健
情報のデジタル化について①紙媒体中⼼のデ
ータ収集による電⼦化までのタイムラグ②⺟
⼦保健関係者における電⼦的情報共有システ
ムの⽋如③⾃治体の業務・財源確保課題④デー
タ保存期間などの保管・管理体制整備の必要性
⑤データ分析に係る⼈材不⾜⑥マイナポータ
ルにて閲覧可能な⺟⼦保健情報拡充といった
課題が提⽰された。医療 DX の議論で全国医療
情報プラットフォームについて検討されてい
ることから、他分野の議論を踏まえた対応が必
要であり、今後⺟⼦保健情報デジタル化実証事
業等を通じて⺟⼦保健分野における DX 推進
に資する対応策等を検討する必要性が⽰され
た。 
1994 年の地域保健法制定および⺟⼦保健法改
正によって妊婦に対する健康診査（以下、「妊
婦健診」という。）および乳児⼜は幼児の健康
診査（以下「乳幼児健診」という。）の実施主
体は市町村となった。妊婦健診は厚⽣労働省告
⽰「妊婦に対する健康診査についての望ましい
基準」において、標準的な健診回数として 14
回程度⾏うものとされている。⼀⽅で、乳幼児
健診は 1 歳 6 か⽉児健診、3 歳児健診が法定健
診として定められ、また、それ以外の時期の乳
幼児健診についても必要に応じて市町村で実
施されており、特に、地⽅交付税措置がなされ
ている 3〜６か⽉児健診、9〜11 か⽉児健診に
ついては、令和 3 年度⺟⼦保健調査では８割以
上の⾃治体で⾏われている。加えて、産科医療

機関での⺟体の産婦健康診査とあわせて児の
1 か⽉児健診が実施されている場合も多い。平
成 10 年４⽉ 8 ⽇児発第 29 号厚⽣省児童家庭
局⺟⼦保健課⻑通知「乳幼児に対する健康診査
について」により３〜４か⽉児、１歳６か⽉児、
3 歳児の健康診査問診票および健康診査票が
⽰されているが、これら以外の乳幼児健診にお
いては標準化された問診票や健康診査票が⼗
分整備されているとはいえない。乳幼児健診の
機会を拡充することによって、乳幼児の発達発
育の異常や保護者への⽀援の必要性を市区町
村の⺟⼦保健担当者が適切なタイミングで把
握できることが期待されると考えられ、また、
乳幼児のバイオサイコソーシャルなウェルビ
ーイングを踏まえると、特に乳幼児健診体制に
ついて検討する余地がある。 
以上を踏まえ、こども家庭庁成育局⺟⼦保健課
が担当する３つのこども家庭科学研究班【永光
班（乳幼児健診の標準化の観点）、⼭縣班（成
育基本法指標の観点）、梅澤班（⺟⼦健康情報
デジタル化の観点）】は、⾻太⽅針 2023 及びこ
ども未来戦略⽅針に記されている⺟⼦保健対
策の推進、こども政策 DX の推進のために、３
班合同で、“乳幼児健診の拡充に向けた提⾔”を、
こども家庭科学研究３班の同報告書としてま
とめた。我が国における今後の⺟⼦保健政策の
さらなる推進に本提⾔が寄与できれば幸いで
ある。 
 
Ｂ．研究⽅法 
 下記、5 回の合同班会議を実施した。 
第 1 回：令和 5 年 7 ⽉ 20 ⽇ 19:00-20:30 
第 2 回：令和 5 年 7 ⽉ 31 ⽇ 19:00-20:30 
第 3 回：令和 5 年 8 ⽉ 7 ⽇ 19:00-20:30 
第 4 回：令和 5 年 8 ⽉ 22 ⽇ 19:00-20:35 
第 5 回：令和 5 年 8 ⽉ 28 ⽇ 19:00-20:50 
（倫理⾯への配慮） 
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特になし 
 
Ｃ．研究結果 
合同班会議で検討した事項を以下に⽰す。 
 
本邦における乳幼児健診の課題 
１） 乳児期早期における健診体制が⼗分では
ない 
新⽣児期から⽣後 1 か⽉は、多種多様な先天性
疾患が顕在化する時期であり、早期介⼊が⽣命
予後や Quality of Life を規定する重要な時期
である。新⽣児期早期に発症する疾病は胎児期
や出⽣後すぐに医療機関にて認知され、専⾨医
療機関への紹介、速やかな治療へと進める体制
が多くの地域で整備されている。⼀⽅で、出⽣
時には症状を認めないが⽣後 1 か⽉程度で症
状が出現する⽣命にかかわる重篤な疾患（先天
性⼼疾患、代謝疾患、胆道閉鎖症等）も少なく
ない。また、発育性股関節形成不全等の早期発
⾒により侵襲的処置を回避できる疾患もある。
このように、乳児の⾝体所⾒取得に習熟した医
師による健康診査により、疾患の早期発⾒・早
期治療によって児の予後を改善することがで
きると考えられる。また、この疾患発⾒におい
て重要な時期に、医療機関と⾃治体が情報連携
することで必要な⽀援につながることが期待
される。 
養育者に対する様々なサポートも重要な課題
である。⺟親の産後うつの発⽣頻度は 10％前
後と推定され、産後 2 週間をピークに 3 か⽉
までに発症する。さらに⽗親の産後うつの発⽣
も 3〜6 か⽉をピークに同⽔準と報告されてい
る。⽗親の育児休業取得率は上昇しているが、
男性の平均育休期間は 40 ⽇であり、復職前に
男性育児⽀援を実施できる機会の必要性が⾼
いと考えられる。⼦ども医療電話相談事業
（#8000）の集計報告 2)では、⽣後６か⽉以降

にこどもの夜間の発熱に対する相談を多く認
めるが、#8000 に問い合わせのあった“泣きや
まない”、“育児相談”は、⽣後１歳内では０〜２
か⽉が最も多く、この時期において対⾯での育
児相談の機会を充実させる必要性を如実に⽰
している。乳児期早期の健診は、養育者に対す
る相談⽀援の機会となり、伴⾛型相談⽀援等と
も連携しながら、安⼼して⼦育てが出来る環境
整備につながることが期待される。また、新⽣
児マススクリーニングにより、早期に治療可能
な疾患が発⾒されるようになった⼀⽅で、⼆
次・精密検査結果判明までのタイムラグは家族
に⼤きな不安を与えている事も事実であり、適
切なタイミングで情報提供や相談⽀援を⾏う
ことが重要である 3)。更に、⽣後 2 か⽉より
開始される予防接種について啓発し、接種をス
ムーズに進める事も重要である。 
 
2） 3 歳児健診以降の健診体制が⼗分ではない 
現在の幼児における健康診査は 3 歳の法定健
診以降、就学時の健康診断（以下「就学時健診」
という。）まで多くの市区町村では健診が実施
されていない。⼀⽅で４〜５歳においては、⾔
語の理解能⼒や社会性が⾼まり、相⼿の気持ち
を理解し、⾃分の気持ちを積極的に表すダイナ
ミックな発達の変化が⽣じる時期であり、⾃閉
症スペクトラム症や注意⽋如・多動症、限局性
学習症、発達性協調性運動障害（⽣活するのに
困るくらいに不器⽤）と⾔った発達障害が認知
される時期でもある。また、5 歳児を対象とし
た健診では軽度から境界域の知的障害が気づ
かれることもあるという指摘がある４)。発達
障害が就学時健診で指摘された場合、事後対応
の期間が⼗分とはいえず、保護者の理解や教育
機関での⽀援体制準備が整わないことが少な
くない。そのため、就学時健診よりも早い時期
にこどもの特性を評価し、より早期に特性に合
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わせた関わり⽅をすすめることで、早期の⽀援
につながり、さらには症状の改善が⾒られたり、
こども⾃⾝が⽣きやすくなったりすることも
期待される。 
また、学童期及び思春期の健康増進に向けて就
学時健診よりも早い時期に適切な保健指導を
⾏っていくことも重要な課題である。就学後
（学童期及び思春期）の保健指導にもつながる
課題としては以下の項⽬が重要と考えられる 
① 運動習慣の確保 
② 必要な睡眠時間の確保 
③ 適切なメディア利⽤ 
④ 適切な⾷習慣の習得 
これらは成⼈期における⽣活習慣病予防の準
備状態とも位置づけられている。特に近年、イ
ンターネット・ゲーム依存が⼤きな問題となっ
ている。これらの予防のため、早期から保護者
が問題意識をもってこどもに適切に働きかけ
る機会を就学時健診よりも早い時期に設ける
ことが重要である。また、養育環境を含めた家
族/こどもの健康を決定する社会的要因の保護
因⼦、リスク因⼦を同定し、こどもや家族を含
めた⼦育て⽀援を推進していくことも必要で
ある。 
 
3） 法定健診と 3〜4 か⽉児健診以外では乳幼
児健診項⽬が標準化されていない 
 現在法定健診と 3〜4 か⽉児健診で使⽤する
問診票および健康診査票は国の通知により様
式が⽰されている。また、現在乳幼児健診にて
取得した情報のうち、個⼈が⾃らの健康を適切
に管理する Personal Health Record の観点お
よび⾃治体広域連携の観点から重要かつ既に
標準化がなされている健診項⽬を市区町村が
電⼦化し、国⺠がマイナポータルにて閲覧でき
る仕組みが社会実装されている。令和 4 年度に
実施された⺟⼦保健調査によると、妊婦健診の

受診状況、出産時の児の状態についての情報は
ほぼすべての市区町村で把握されていた。また、
乳幼児健診においても同様に既に国が⽰して
いる最低限電⼦化すべき情報、出⽣児の情報、
予防接種の情報はほとんどの市区町村で電⼦
化されていた。その他の⺟⼦保健事業において
も半数から 7 割程度の⾃治体で⺟⼦保健情報
が電⼦化されている状況であった。⼀⽅で、こ
れらの健診以外のタイミングにおける⺟⼦保
健情報の電⼦化・利活⽤は⼗分進んでいない。
以上の観点から「⺟⼦健康⼿帳、⺟⼦保健情報
等に関する検討会」において報告書がまとめら
れ、⺟⼦保健事業について新たに電⼦化の対象
として検討すべきと提⾔された。 
健康診査で電⼦的に取得した情報を、国⺠を含
む⺟⼦保健事業関係者で適切に共有して利活
⽤するためには、現在標準化がなされていない
健康診査において健康診査実施⽅法や収集す
る変数やその定義を市区町村で統⼀化し、情報
流通可能な体制を整備する必要がある。現状で
は法定健診および 3〜4 か⽉児健診以外の乳幼
児健診において市区町村で利⽤している問診
票・健康診査票・健診実施マニュアル等がどの
程度整備されておりどの程度共通なのか⼗分
調査されていない。研究班で確認した範囲内で
は、市区町村毎に特⾊のある問診票を利⽤して
いる。現在政府にて検討が進んでいる⺟⼦保健
情報デジタル化実証事業等を踏まえると、各健
診において⼀定の標準化が必要であり、各健診
毎の収集項⽬も切れ⽬ない発達発育の⽀援を
念頭において標準化を進めていく意義は⼤き
い。乳幼児健診における⼀定の標準化を国がイ
ニシアチブをとって推進する事が望まれる。 
 
4) 個別健診における市町村との連携に係る課
題 
 令和 3 年度厚⽣労働省⺟⼦保健課が実施し
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た乳幼児健診の実施状況調査によると、１〜５
か⽉児健診や１歳６か⽉児健診、３歳児健診や
４〜６歳児健診では集団健診が多い⼀⽅で、１
〜２か⽉児健診では個別健診が多い。乳幼児健
診を個別健診で実施している場合、健診の結果
が⾃治体に受領されるまでに 2 ヶ⽉程度の遅
れが発⽣する場合があること、健診の未受診を
把握することが難しいこと、健診票を⽤いて⼦
育て⽀援の必要性などを伝達するのが難しい
こと、など個別健診の結果を市区町村に連携し
ていく上での課題がある。⼦育て⽀援において
は、家庭訪問が可能な市区町村の保健師の役割
が重要であるが、これらの課題のために個別健
診のタイミングで発⽣している⽀援ニーズに
保健師が迅速に対応することは極めて難しい。
また、医療機関、市区町村の保健師ともに介⼊
の必要性について検討していたものの、相互に
連携・情報共有できず適切なタイミングで介⼊
ができないケースがあることも知られている。
このような課題を踏まえ、乳幼児健康診査を拡
充していくにあたっては、健診に関わる多機関、
多職種の評価を適切に共有し、健診機会を活か
した継続的な視点に基づいて、⽀援が必要な児
に迅速に介⼊できる体制を構築することが望
まれる。 
 
今後の乳幼児健診に関する提⾔ 
成育過程のなかで出⽣から就学までのこども
は、⼼⾝ともにダイナミックに変化して⾃主性、
社会性、協調性を獲得していく。この時期の健
康を決定する要因には、疾病の早期発⾒・治療、
適切な養育環境、育児⽀援の有無、親⼦関係、
事故予防など、バイオサイコソーシャルな要素
があげられる。こども・⼦育て政策の⼀環とし
て、乳幼児のダイナミックな成⻑過程に応じた
切れ⽬のない公的なサポートを充実させるた
めには、バイオサイコソーシャルな視点に基づ

いた適切なタイミングで何らかのサポートが
必要な乳幼児や家庭を早期に発⾒し、適切な介
⼊を実施する体制を全国的に整備することが
望まれる。 
現⾏では就学までの 6 年間に法定健診として
の 1 歳 6 ヶ⽉児健診と 3 歳児健診の 2 回に加
えて、3〜６か⽉児健診と 9〜11 か⽉児健診が
地⽅交付税措置されており、多くの市町村で健
診が実施されている。点としての健診ではなく
切れ⽬のない線としてのサポートを提供する
ためには、乳幼児健診の機会を充実していくこ
とが望ましい。 
⼀⽅で、⼈的・資⾦的な資源の問題や、各タイ
ミングでの標準的健診⽅法やマニュアルが未
整備である、地域における健診や健診後の受け
⼊れ態勢の整備等の観点から、乳幼児健診の充
実をすみやかに全国展開していくことは困難
である事が想定される。 
以上を踏まえ、バイオサイコソーシャルな視点
からその必要性が⾼いと想定され、現在健診が
実施されている頻度が⽐較的⾼く、切れ⽬のな
い⽀援を提供するために適切なタイミングと
いう観点から、出⽣早期の⾝体的疾患のスクリ
ーニングや養育者の不安に対する助⾔を主⽬
的とした 1 か⽉児健診、近年有病率が上昇して
いる発達障害等のスクリーニングを主⽬的と
した 5 歳児健診を特に優先して標準化し、充実
していくべき乳幼児健診として提⾔する。 
 
Ｄ．考察 
合同班会議の議論を踏まえ、バイオサイコソー
シャルな視点からその必要性が⾼いと想定さ
れ、現在健診が実施されている頻度が⽐較的⾼
く、切れ⽬のない⽀援を提供するために適切な
タイミングという観点から、出⽣早期の⾝体的
疾患のスクリーニングや養育者の不安に対す
る助⾔を主⽬的とした 1 か⽉児健診、近年有病
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率が上昇している発達障害等のスクリーニン
グを主⽬的とした 5 歳児健診を特に優先して
標準化し、充実していくべき乳幼児健診として
提⾔する。以下にそれぞれの健診概要を⽰す。 
 
・1 か⽉児健診の概要 
(ア)⽬的 
・重篤な⾝体疾患の早期発⾒ 
・健康を決定する社会的要因（親⼦関係を含む
⽣活環境、産後の保護者のメンタルヘルス、虐
待防⽌等）の評価 
・育児相談⽀援 
 
(イ)健康診査の種類 
・個別健診⽅式を中⼼とした⼀般健康診査 
１か⽉児健診については、現在、⼀部の市区町
村や多くの病院・診療所において個別健診とし
て実施されており、速やかに導⼊可能である事
が⾒込める。また、個別医療機関における健診
は受診希望⽇を保護者が選択でき、待ち時間の
短縮が可能と想定される。 
医療機関において実施された健診の情報につ
いては、健診情報を市区町村（⼦育て世代包括
⽀援センター等）にすみやかに提供することで、
同時並⾏して⾏われている関連⾏政施策（新⽣
児訪問、乳児家庭全⼾訪問事業や伴⾛型相談⽀
援）との情報共有や、それらの施策で実施され
る保健指導などに活⽤されるなど、必要な連携
体制を構築することが期待される。 
 
(ウ)対象者週齢 
１．⼀般健康診査：標準的には⽣後 27 ⽇を越
え、⽣後６週に達しない乳児 
当該時期は出⽣直後には診断することが困難
な⾝体疾患（⼼疾患、代謝疾患、神経筋疾患、
胆道閉鎖症、幽⾨狭窄症、発育性股関節形成不
全、難聴等）の臨床症状が出現する時期であり、

乳児の⾝体診断に習熟した医師が健診を実施
することによって早期発⾒・早期治療による疾
病予後改善が⾒込まれる。 
また、新⽣児・乳児ビタミン K ⽋乏性出⾎症
予防のためのビタミン K2 シロップの投与や新
⽣児マススクリーニング検査に対する適切な
フォローアップに対応できる体制が求められ
る。⽣後１か⽉までは、軽微な症状（⿐閉⾳、
微熱、吐乳、泣きやまない）に対して不安をも
つ保護者が多く、医師等の医療従事者と対⾯で
育児についても相談する機会を設けることが
望まれる。また、⽣後 2 か⽉から始まる各種予
防接種のスケジュールについても、医師と相談
できることが望ましい。本邦では、こどもの貧
困率が 11.5％（2023 年度数値）であり、経済
格差は養育困難（不全）の⼀因になりうる。各
家庭/こどもにおける健康を決定する社会的要
因を早期に評価をしておくことは地域で養育
⽀援を⾏ううえで重要である。さらに産後から
⽣後数か⽉までは⺟親・⽗親とも産後うつが発
⽣しやすい時期であり、必要な相談⽀援につな
げることが必要である。また、こども虐待への
対応は喫緊の課題である。1 歳以下の虐待死の
62.5％は⽣後 2 か⽉以内に死亡している。虐待
死の 29.2％は 3〜4 か⽉児健診未受診であり、
⽣後１か⽉に健診を拡充することにより、未受
診等の虐待リスクの早期発⾒に寄与すること
が期待される。 
 
(エ)項⽬等 
【問診票】 
1 か⽉児健診を実施する医師や保健師が、（ア）
の⽬的に記されている内容を網羅的にスクリ
ーニングできる質問項⽬を問診票として設定
した。回答に要する時間、回答する保護者の負
担、問診の効率性などを考慮して項⽬数を 30
とした。質問項⽬の分類として、器質的疾患確
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認項⽬、⾝体的発達項⽬、⾚ちゃんへの気持ち
項⽬、養育者⽀援項⽬、育児⽣活環境項⽬、経
済状況項⽬、養育者健康項⽬、社会的育児項⽬
とした。 
 
【健康診査票】 
器質的疾患の有無、⾝体的発達を記載する項⽬
を重点的に列挙し、「乳児健康診査における股
関節脱⾅ ⼀次健診の⼿引き」を参考に発育性
股関節形成不全スクリーニングに関しては、よ
りきめ細やかな評価が可能になるように３〜
４か⽉児健康診査票よりも評価項⽬を増やし
ている。また、新⽣児聴覚検査、新⽣児マスス
クリーニング検査結果説明、ビタミン K2 投与
の項⽬を設けた。判定区分として、以下の４区
分とした。 
異常なし：診察や問診で所⾒がなく、疾病の疑
いがないもの。 
既医療：健診⽇より前に診断された疾病や所⾒
を、問診等から把握したもの。 
要観察：診察や問診等で疾病の疑いがあり、医
療機関や⾏政等で経過観察の必要があるもの。 
要紹介：診察や問診等で所⾒があり、医療機関
等に紹介して診断や治療等を求める必要があ
るもの。 
また、⾚ちゃんへの気持ち項⽬、養育者⽀援項
⽬、育児⽣活環境項⽬、経済状況項⽬、養育者
健康項⽬、社会的育児項⽬の問診票と診察時の
状況から、育児環境、⼼配事の有無、⼦育て⽀
援の必要性の判定を記⼊する項⽬を設けた。 
 
(オ)留意事項 
・⾝体疾患の異常が疑われた場合 
１か⽉児健診を実施した個別医療機関は、健診
を受けたこどもに⾝体疾患が疑われた場合に
は、遅滞なく各専⾨医療機関への紹介を⾏う。
同時に、⾃治体にも必要な情報共有を⾏う。 

・⼦育て⽀援が必要な場合 
健康を決定する社会的要因を評価し、⽀援が必
要な場合には⾃治体に報告するとともに、必要
に応じてかかりつけ医での継続的な⽀援を実
施する事が望ましい。保護者のメンタルヘルス
への対応が必要な場合、専⾨医療機関、および
⾃治体への報告を⾏う。 
・虐待の可能性が疑われた場合 
疑い例も含め、個別医療機関は速やかに必ず市
町村の⼦ども家庭総合⽀援拠点（令和６年度以
降はこども家庭センター）などの担当窓⼝に通
告しなければならない。通告後は関係機関と連
携を⾏う。医療機関におけるその後の対応とし
て、治療を通した⾒守り等が挙げられる。⼦ど
も虐待診療の⼿引き第３版（⽇本⼩児科学会作
成）に記されているように、⼩児科医をはじめ
⼩児、産科医、精神科医、⼩児救急に携わるさ
まざまな分野の医師などを中⼼とした医療関
係者が、市区町村の保健師や児童福祉担当、学
校関係者などと協働していく。 
 
・5 歳児健診の概要 
(ア)⽬的 
・こどもの社会性発達の評価 
・発達障害等のスクリーニング 
・健康を決定する社会的要因の評価 
 
(イ)健康診査の種類 
・健診⽅式については、⾃治体での集団健診が
望ましい。その理由として、医師、保健師、⼼
理職、福祉、教育部⾨など多職種との連携を通
して、⽀援体制を築きやすいことや、集団の中
で⼦どもの社会性の⾒⽴てが効果的に実施可
能であることが挙げられる。地域の実情に応じ
て、複数の市町村が広域の協⼒体制を組む⽅式、
多職種がチームを組んで実施する巡回⽅式、ま
たは園医⽅式も可能である。⼀⽅で、健診医の
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確保が困難な可能性や、時間設定（受診）が難
しいこと、プライバシーの配慮が必要なことか
ら、地域の実情に合わせて、かかりつけ医によ
る個別医療機関での実施も考慮される。なお、
健診はスクリーニングを⽬的とし、診断を⽬的
とするものでない。 
 
(ウ)対象者年齢とその理由 
・実施年度に満 5 歳になる幼児（概ね 4 歳半〜
5 歳半）を対象とする。 
 
⽂部科学省による令和４年度の調査において、
就学後に特別な教育的配慮が必要な児童・⽣徒
が通常学級に約 8.8％（学習⾯⼜は⾏動⾯で著
しい困難を⽰す）在籍していることが報告され
ている。「不注意」⼜は「多動性−衝動性」の
問題を著しく⽰す児童⽣徒が 4.0％、「対⼈関係
やこだわり等」の問題を著しく⽰す児童⽣徒が
1.7％と報告されている。５歳児健診の実施を
通して、保護者に発達課題についての気づきを
促す機会になる。また、就学前より早期に療育
を受けたものや、保護者がペアレントトレーニ
ングを受けた場合には、こどもの情緒と⾏動の
問題が軽減することが⽰されている。5）しか
し、特別な教育的配慮への準備が遅れた場合、
⾏動⾯の修正に時間を要することや、⾃尊⼼の
低下からこどもが⼆次障害を起こすリスクが
⾼くなる。また、発達障害が育てにくさの原因
や、虐待の原因になりうることもある。以上の
理由より就学 1〜2 年前に、健診を通して、社
会性の発達を確認、必要な⽀援を早期に提供す
ることが重要である。法定健診実施時の３歳で
は就園をしていないこどももいるため、社会性
の問題に気づかれにくいことがある。  
学童期及び思春期に課題となるメディアの⻑
時間利⽤、睡眠習慣の取得、適切な⾷習慣・運
動習慣に加えて、居住環境、経済的困窮、養育

環境を含めたこどもの健康を決定する社会的
要因の保護因⼦、リスク因⼦を同定し、同定さ
れた因⼦に対する保健指導と⼦育て⽀援もこ
の時期に必要である。5 歳児健診の実施で、学
童期の不登校発⽣数が減少した報告も認める
６)。 
 
(エ)項⽬等 
【問診票】 
５歳児健康診査問診票（案）の問診票質問項⽬
案には、社会性・情緒・⾏動に関する設問以外
に、粗⼤運動・微細運動の発達、⽬・⽿・発⾳
に関する設問、理解に関する設問も含まれる。
また、健康を決定する社会的要因を評価するた
めに、⼦育て、こどもの遊び、⾷・⽣活・基本
的習慣、メディア視聴、事故予防、睡眠、虐待、
保護者に関する設問も含まれている。社会性・
情緒・⾏動に関する評価には、必要に応じて、
SDQ（Strength and Difficulties Questionnaire：
⼦どもの強さと困難さアンケート）を使⽤して
いくことが推奨される。この評価尺度は、発達
障害スクリーニングのために開発されたもの
ではなく、こどもの強みと困難を評価するため
に開発されている。こどもへの⽀援⽅法を考え
るためのツールであり、保護者、医師、保育⼠
等に記載してもらうことで、まんべんなくこど
もの様⼦を客観的に知ることや、保護者の困り
感を知ることができる。保護者が記載した
SDQ の結果から、医師、保健師、保育⼠等は
具体的な⽀援ニーズを確認することができる。
ただし、ＳＤＱは計算⽅法が煩雑であることや
アレンジが出来ないことから、地域の実情に応
じて導⼊することが重要である。SDQ は下記
サ イ ト か ら ダ ウ ン ロ ー ド で き る 。
https://sdqinfo.org/py/sdqinfo/b3.py?languag
e=Japanese  
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(オ)【健康診査票】 
発達障害等のスクリーニングを⽬的として、社
会性・⾏動・情緒⾯を重点的に評価する。運動
機能、理解、感覚器、⽪膚の異常以外に、バイ
オサイコソーシャルな視点で健やかなこども
の発達を推進する⽬的で、こどもの遊び、⾷・
⽣活・基本的習慣、メディア視聴、事故予防、
睡眠、養育環境、健康を決定する社会的要因に
ついて、チェック項⽬を設けている。判定区分
は、異常なし、医療に関連した既医療、要紹介、
福祉等に関連した既療育、要経過観察の５区分
とした。 
  
(カ)事後指導 
・発達障害等のスクリーニングで要精査・要⽀
援の場合 
保護者の気づき、解釈モデルを傾聴し、SDQ 等
による⾏動評価、社会性評価等を参考に、多職
種による幼児・保護者等に対する相談⽀援（事
後相談）を⾏い、必要に応じて⾃治体の福祉サ
ービスや医療等につなげる。診断を必要とせず、
保護者の理解と園の協⼒で、対応が可能なケー
スも多いため、健診時に多職種による事後相談
の機会も提供することなども検討する。⽀援策
が必要な例では、⾃治体において保健師を中⼼
として医師（⼩児科医等）、⼼理職、保育⼠、
教育職など多職種でカンファレンス等を通し
て総合的に検討する。診断を必要とする場合に
は、地域の実情等に応じてかかりつけ医への紹
介、療育機関、療育センター、児童発達⽀援セ
ンター、専⾨医療機関への紹介を⾏う。また、
既に診断を受けていたり、療育等が⾏われてい
る児については、⾃治体が改めて⽀援体制を把
握する機会となりうる。 
・ 健康を決定する社会的要因で⽀援・指
導が必要な場合 
健康を決定する社会的要因でリスク因⼦が認

められた場合には、⽀援策について、⾃治体に
おいて、必要に応じて多職種による意⾒等を参
考に総合的に検討する。この時期のリスク的な
⽣活様式（睡眠習慣の乱れ、⻑時間のメディア
視聴、不適切な⾷事）や、不適切な養育は、就
学後の学童期、思春期の⽣活習慣の乱れ、問題
⾏動やメンタルヘルス疾患につながる可能性
があるため⼗分な配慮が必要である。 
 
Ｅ．結論 
 こども家庭庁科学研究班 3 班（永光班、⼭縣
班、梅澤班）合同で乳幼児健診の拡充の提⾔を
⾏った。乳児期早期（1 か⽉児健診）及び就学
期前（5 歳児健診）の健康診査の拡充を⺟⼦保
健及び切れ⽬のない⼦育て⽀援の観点からエ
ビデンスをもとに提⾔した。 
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